
◎豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律 
（令和四年三月三一日法律第八号）（衆）   

一、 提案理由（令和四年三月一七日・衆議院本会議） 

○小里泰弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申

し上げます。 

 豪雪地帯においては、人口減少や高齢化が進み、除排雪の担い手の不足やその安全の

確保、積雪による空き家の倒壊等が深刻な問題となっております。 

 また、近年は、気候変動による降雪の態様の変化への対応も求められております。 

 本案は、このような状況に鑑み、豪雪地帯対策の基本理念を定め、財政上の措置に関

する規定を見直すとともに、豪雪地帯の特性を踏まえた防災施策の促進、交付金の交付

その他の措置、除排雪時の死傷事故防止、幹線道路の交通の確保等のための規定の追加

等を行い、あわせて、本年三月三十一日までとなっている特別豪雪地帯に対する特例措

置の期限を十年間延長する等の改正を行おうとするものであります。 

 本案は、昨十六日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一

致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。 

 なお、豪雪地帯対策の充実強化に関する件を本委員会の決議として議決したことを申

し添えます。 

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○決議（令和四年三月一六日） 

 政府は、豪雪地帯が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて

気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることに鑑み、豪雪

地帯対策特別措置法の一部を改正する法律の施行に当たっては、次の諸点について適切

な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期するべきである。 

一 除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域

社会の実現を図るため、地域における除排雪に係る体制の整備に当たっては、除雪機

械の更新に配慮するとともに、除排雪に係る人材や事業者の確保、育成及び資質の向

上が促進されるよう配慮すること。 

二 大雪、少雪の年によるギャップが大きくなっており、除排雪に必要な準備・執行が

できるよう、国は十分な予算措置をすること。 

三 豪雪地帯の高齢者、障害者等が、その居住する住宅の除排雪について必要な支援を

受けることができるよう配慮するとともに、日常生活において使用する道路、旅客施

設、官公庁施設、学校・保育園や医療・福祉施設等を積雪時においても円滑に利用す

ることができるよう配慮すること。 

四 雪冷熱エネルギーの活用は、エネルギーの地産地消の推進及び脱炭素社会の実現を

図る上で重要な役割を有していることに鑑み、その一層の促進に努めること。 

五 総合的な雪情報システムについては、近年における降雪の態様の変化、情報通信技



術の発達・普及等を踏まえ、降雪量に関する予測技術の向上など、その改善に努める

とともに、情報が効果的に発信され、年齢、障害の有無等にかかわらず全ての住民等

に的確に伝達されるように運用すること。 

六 積雪期における複合災害への対応については、地震、津波等の自然災害に限らず、

原子力災害への対応も含め、地域の特性に配慮した施策を策定し、確実に実施するこ

と。 

七 地域における除排雪の安全確保等のための交付金その他の措置については、豪雪地

帯安全確保緊急対策交付金等により、地域コミュニティによる持続可能な除排雪体制

の確保、高齢者等要援護者世帯の住宅の除雪など、地域の実情に応じた対応ができる

ようにするとともに、十分な予算を安定的に確保すること。 

八 近年における電気自動車等の次世代自動車の普及を踏まえ、大雪により車両の滞留

が発生した場合における滞留車両への燃料供給、充電対応等の体制の整備に努めるこ

と。 

九 克雪用水の確保のため、河川からの必要かつ十分な量の取水が円滑に行われるよう

配慮するとともに、非灌漑期における農業用水の消雪への活用を図ること。 

十 除雪効果を増大させるため、流雪溝の整備を促進すること。 

十一 豪雪地帯対策の推進に当たっては、地方公共団体や地域住民の意見を聴取するこ

と等により、地域の特性が施策に十分に反映されるよう努めること。 

 右決議する。 

二、 参議院災害対策特別委員長報告（令和四年三月三〇日） 

○佐々木さやか君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員

会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、豪雪地帯の現状に鑑み、基本理念を定め、豪雪地帯の特性を踏まえた防

災に関する施策の促進、財政上の措置、幹線道路の交通の確保、命綱固定アンカーの設

置の促進、地域における除排雪の安全確保、克雪に関する技術の開発、普及等の規定の

追加等を行うとともに、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の整備の特例の期限並

びに公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を

十年間延長する等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、

除排雪の担い手の確保に向けた支援の在り方等について質疑が行われましたが、その詳

細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年三月二五日） 



 豪雪地帯が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動

による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることに鑑み、政府は、本法

の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきであ

る。 

一 除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域

社会の実現を図るため、地域における除排雪に係る体制の整備に当たっては、除雪機

械の更新に配慮するとともに、除排雪に係る人材や事業者の確保、育成及び資質の向

上が促進されるよう配慮すること。 

二 年ごとに降雪量が大きく変化していることから、大雪・少雪にかかわらず、除排雪

に必要な準備・執行を機動的に行えるよう、国は十分な予算措置を講ずること。 

三 豪雪地帯の高齢者、障害者等が、その居住する住宅の除排雪について必要な支援を

受けることができるよう配慮するとともに、日常生活において使用する道路、旅客施

設、官公庁施設、学校・保育園や医療・福祉施設等を積雪時においても円滑に利用す

ることができるよう配慮すること。 

四 雪冷熱エネルギーの活用は、エネルギーの地産地消の推進及び脱炭素社会の実現を

図る上で重要な役割を有していることに鑑み、その一層の促進に努めること。 

五 総合的な雪情報システムについては、近年における降雪の態様の変化、情報通信技

術の発達・普及等を踏まえ、降雪量に関する予測技術の向上など、その改善に努める

とともに、情報が効果的に発信され、年齢、障害の有無等にかかわらず全ての住民等

に的確に伝達されるように運用すること。 

六 積雪期における複合災害への対応については、地震、津波等の自然災害に限らず、

原子力災害への対応も含め、地域の特性に配慮した施策を策定し、確実に実施するこ

と。 

七 地域における除排雪の安全確保等のための交付金その他の措置については、豪雪地

帯安全確保緊急対策交付金等により、地域コミュニティによる持続可能な除排雪体制

の確保、高齢者等要援護者世帯の住宅の除雪など、地域の実情に応じた対応ができる

ようにするとともに、十分な予算を安定的に確保すること。 

八 近年における電気自動車等の次世代自動車の普及を踏まえ、大雪により車両の滞留

が発生した場合における滞留車両への燃料供給、充電対応等の体制の整備に努めるこ

と。 

九 克雪用水の確保のため、河川からの必要かつ十分な量の取水が円滑に行われるよう

配慮するとともに、非灌漑期における農業用水の消雪への活用を図ること。 

十 除雪効果を増大させるため、流雪溝の整備を促進すること。 

十一 豪雪地帯対策の推進に当たっては、地方公共団体や地域住民の意見を聴取するこ

と等により、地域の特性が施策に十分に反映されるよう努めること。 

  右決議する。 



 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


